
第１号様式あ（第５条関係）

契約担当者宛

年 月 日 第

1

2

3

4

日 ）

7

8

9

10

11

12

13

確認欄が「いいえ」の場合は、その理由及び改善予定等を記入してください。

特定労働者等の労働条件等に関する事項の報告書（工事）

　本件の履行に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、次の事項について、事実と
相違がないことを報告します。

契約件名

受注者名 契約番号

報告年月日 回

区分 確認項目 確認欄

所在地
代表者名

現場代理人名

給与計算

給料（給与、各種手当を含む）は、所定の計算により定められた期
間分を支給している。

はい・いいえ
・対象外

5

給料（給与、各種手当を含む）は、定められた支給日に支給してい
る。

はい・いいえ
・対象外

給与支給日 その他（

雇用契約

本業務の特定労働者等に対して適正な雇用契約を締結している。
はい・いいえ
・対象外

本業務の特定労働者等に対して就業規則を周知している。
はい・いいえ
・対象外

労働基準監督署に就業規則を届出している。
はい・いいえ
・対象外

労働時間管理 6

法定帳簿を備え、労務管理（労働時間、休暇・休日の取得状況）を
確実に行っている。なお、法定帳簿の管理状況は以下のとおりであ
る。

はい・いいえ
・対象外

法定帳簿
保管場所

責任者名

公契約条例

下請業者への法令遵守指導及び労働報酬下限額以上の賃金等の支払
いの要請を行っている。

はい・いいえ
・対象外

条例別表「６特定労働者等への周知」に基づき、周知事項について
掲示し、又は備え付け、及び書面を交付している。

はい・いいえ
・対象外

条例で定める労働報酬下限額以上の賃金等を支給している（別紙
「職種別労働報酬下限額確認表」のとおり）。

はい・いいえ
・対象外

建設業退職金共
済への加入

建設業退職金共済に加入し、証紙を配布している。
はい・いいえ
・対象外

下請業者

施工体系図を作成し、掲示している。
はい・いいえ
・対象外

下請業者との契約は、双方の協議による適正な手順を踏まえて下請
代金を設定し、適正に行っている。

はい・いいえ
・対象外

下請業者の社会保険未加入対策を行っている。
はい・いいえ
・対象外

確認項目の番号 「いいえ」と回答した場合の理由及び改善予定等



第１号様式あ（第５条関係）

別紙（職種別労働報酬確認表）

№ 職種

元請

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

業者名・所在地（元請、一次、二次等）
労働報酬下限額
（円/時間）

左記の労働報酬下
限額以上の賃金等
を支給している。

1
「請負者・受託者名」欄の記載のとおり

はい・いいえ
「所在地」欄の記載のとおり

3

2

5

4

7

6

9

8

11

10

13

12

注1：元請、下請業者ごとに職種別の賃金等の支給状況を記載してください。
注2：「業者名・所在地」欄は同一の場合、記載を省略することができます。

15

14



第１号様式い（第５条関係）

契約担当者宛

年 月 日 第

1

2

3

4

日 ）

7

8

9

10

11

確認欄が「いいえ」の場合は、その理由及び改善予定等を記入してください。
確認項目の番号 「いいえ」と回答した場合の理由及び改善予定等

特定労働者等の労働条件等に関する事項の報告書（委託・協定）

回

はい・いいえ
・対象外

はい・いいえ
・対象外

はい・いいえ
・対象外

はい・いいえ
・対象外

確認欄
はい・いいえ

・対象外

はい・いいえ
・対象外

はい・いいえ
・対象外

　本件の履行に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、次の事項に
ついて、事実と相違がないことを報告します。

代表者名
所在地

その他（

契約件名

受注者名 契約番号

本業務の特定労働者等に対して適正な雇用契約を締結して
いる。

本業務の特定労働者等に対して就業規則を周知している。

労働基準監督署に就業規則を届出している。

給与計算
5

区分

雇用契約

給与支給日

給料（給与、各種手当を含む）は、所定の計算により定め
られた期間分を支給している。
給料（給与、各種手当を含む）は、定められた支給日に支
給している。

条例で定める労働報酬下限額以上の賃金等を支給してい
る。

はい・いいえ
・対象外

はい・いいえ
・対象外

再委託先への法令遵守指導及び労働報酬下限額以上の賃金
等の支払いの要請を行っている。

担当者名

継続的な業務の場合、特段の事情がない限り、希望する者
の継続雇用に努めている。

再委託先との契約において、双方の協議による適正な手順
を踏まえて下請代金を設定し、適正に行っている。

条例別表「６ 特定労働者等への周知」に基づき、周知事項
について掲示し、又は備え付け、及び書面を交付してい
る。

確認項目

公契約条例

当該契約（委託・協定）に専ら従事する労働者等（再委託している場合は、
再委託先の労働者を含む）のうち、最も低い賃金等の支払額は、別紙（労働
報酬確認表）のとおりである。

12

報告年月日

責任者名

再委託
はい・いいえ

・対象外

労働時間
管理

6

はい・いいえ
・対象外

法定帳簿
保管場所

法定帳簿を備え、労務管理（労働時間、休暇・休日の取得
状況）を確実に行っている。なお、法定帳簿の管理状況は
以下のとおりである。



第１号様式い（第５条関係）

別紙（労働報酬確認表）

□ □

□ □

□ □

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

円

円

円

円

円

円

円

業務内容

警備業務(機械警備業務を除く。)
及び施設の受付業務

立川市放課後子ども教室くるプレ

学校の用務業務

建物清掃業務

一般廃棄物(家庭ごみに限る。)の収集運搬業務

街路樹等の維持管理業務

■ 立川市公契約条例施行規則第３条に掲げられている業務（建物総合管理業務を除く）の場合

１時間当たりの賃金等

円

　該当する業務内容に☑印を記載し、当該契約に専ら従事する労働者等のうち、最も低い賃金等
を記載してください。

■ 建物総合管理業務及び指定管理協定の場合

　仕様書又は協定書に掲げられている業務内容及びその業務に専ら従事する労働者等の最も低い
賃金等を記載してください。

業務内容 １時間当たりの賃金等

円

円

円

円

円


















